
～対象業種～ 
●飲食業 
●食品製造業・食品卸売業・食品小売業 
●宿泊業・観光関連業 

伊勢商工会議所 
 

消費税軽減税率制度説明会のご案内 
 

2019 年 10 月に消費税率 10％への引上げとともに、軽減税率制度が実施されます。また、2023

年 10 月に適格請求書等保存方式（通称：インボイス制度）が導入されます。今回の説明会では、

各事業者がこれらの制度に関する必要な対策を計画的に進められるよう軽減税率制度の概要をわ

かりやすく解説していただきます。後半では、軽減税率対策補助金制度（レジ補助金）やキャッシュ

レス・消費者還元事業（伊勢マイル事業）についても解説しますので、この機会にぜひご参加いただき、

今後の対応にお役立てください。 
 

○日  時 令和 元年 8 月 9 日（金）15：00 ～ 16：30 

○場  所 伊勢商工会議所 5 階大ホール 

 

○内  容 

 

 

 

 

 

 

〇講  師   伊勢税務署 法人課税第一部門 統括国税調査官  田中 悟 氏 

        伊勢税務署 法人課税第一部門 上席国税調査官  佐藤 哲也 氏 

㈱パソナ 官公庁事業部 軽減税率対応講師派遣事務局  山下 謙一郎 氏 

○定  員 50 名  

○受 講 料 無料 

○共    催 伊勢商工会議所・(公社)伊勢法人会・伊勢青色申告会・伊勢間税会・伊勢納税貯蓄組合連合会 

〇問合せ先 伊勢商工会議所 中小企業相談所 経営支援課  ＴＥＬ：0596-25-5155 
 

 

※ 参加を希望されます方は 7 月 31 日（水）までに下記申込書に必要事項をご記入の上、 

ＦＡＸにてお申込していただきますようお願いいたします。 

 

 

消費税軽減税率制度説明会 参加申込書 （8/9(金)）    FAX：0596-23-1151  

 

事業所名 
 

業種 
 

 

 

所在地 

 
TEL 

  

FAX 
  

 

※ご記入頂いた情報は商工会議所からの各種連絡・情報提供や説明会参加者の実態調査・分析のために利用することがあります。 
また、説明会当日に撮影します映像や写真については、会議所ﾁｬﾝﾈﾙや広報誌などの会議所広報にて利用することがあります。 

●消費税軽減税率制度について 

●適格請求書等保存方式（インボイス制度）について 

●軽減税率対策補助金制度（レジ補助金）について 

●キャッシュレス・消費者還元事業（伊勢マイル事業） 

について 

●質疑応答 

参
加
者
氏
名 


